農業の経営継承に係る合意書（例）

○○（以下「甲」という。）及び○○（以下「乙」という。）は、甲が所有する農業経営に係る事業資産を、乙に継承する。
この合意書は、３通作成して甲及び乙、立会人（以下「丙」という。）がそれぞれ１通を所持する。
 
令和　年 月 日
甲　住所
[bookmark: _Hlk169513951]氏名　　　　　　　　 ㊞
[bookmark: _Hlk169512264]乙　住所
 　　　　　　氏名　　　 　　　　　㊞
丙　住所
 　　　　　　氏名　　　 　　　　　㊞

１ 継承する事業資産の内容
[bookmark: _Hlk169510718]甲は、この合意書に定めるところにより、乙に対して、別表１に定める事業資産を継承する。

２　経営継承の時期と方法
乙は、甲の事業資産を継承し、　年　月　日より農業経営を開始することとし、その時点における経営資産の取扱いは、それぞれ別表２のとおりとする。

３　賃貸借期間満了後の取扱い
○、○、○等の賃貸借期限満了後の取扱いについては、原則として自動更新するものとする。

[bookmark: _Hlk169512004]４　機械等の取扱い
甲が所有する○、○、○等の機械は、乙が有償（又は無償）で使用できるものとする。ただし、農作業に要する燃料代、使用中の故障に係る修理代は、乙の負担とする。

５　無形資産の取扱い
甲が開拓した販売先は、乙が引き継ぎ、今後とも維持する。
甲は、経営移譲後も、当分の間、必要に応じて、乙の技術向上、経営発展に向けアドバイスを行うものとする。

６　協議事項  
合意書に定めのない事項および疑義を生じた事項は、甲、乙および丙の三者が協議して解決することとする。  

７　解除条件
甲及び乙にやむを得ない事情が生じた場合は、甲と乙は本合意事項に関して解除を申し込むことができる。。

[bookmark: _Hlk169511029]別表１ 継承する経営資産の状況
	有形・無形
	内容
	記載する内容
	備考

	有形資産
	農地（田）
	
	

	
	農地（畑）
	
	

	
	宅地
	
	

	
	施設
	
	

	
	農業用機械
	
	

	
	その他
	
	

	無形資産
	栽培技術
	
	

	
	販売先・方法
	
	

	
	その他
	
	


注：農地（田・畑）については、地番、面積、自己所有・賃貸の別を記載する。施設については、規模、木造・パイプハウスの別等を記載する。農業用機械については、売買、賃貸の別等を記載する。


別表２　経営開始時の経営資源の取扱い
	有形・無形
	項目
	記載する内容
	備考

	有形資産
	農地（田）※１
	
	農業委員会の審査を経て名義等を変更

	
	農地（畑）※２
	
	同上

	
	宅地※２
	
	

	
	施設※２
	
	

	
	農業用機械
	
	

	
	その他
	
	

	無形資産
	栽培技術
	
	

	
	販売先・方法
	
	

	
	その他
	
	


※１：農地（田・畑）については、面積、購入か賃貸の別を記載する。賃貸の場合は期間も記載する。農地（田）については、乙が実施する生産調整の面積の取扱いをどうするか（例：甲に加算するなど）、また、互助金の発生の有無についてどうするか記載する。
　２：農地（畑）、宅地、施設の修繕等に係る費用、乙の廃業に伴う施設の解体経費等を誰が負担するかについても記載する。


